
 

 

 

 

令和７年度国分寺市民設民営保育所誘致事業に関する運営事業者募集要項（以下「募集要項」

といいます。）「２ 応募方法」に記載のある協議内容は、以下のとおりです。 

なお、「６」～「８」までの項目を実施する場合は「国分寺市保育所設置運営事業者協議書（様

式４）」にその旨を御記載・御提出いただきます（「４」・「５」については実施必須項目のため、

「６」～「８」を実施しない場合でも、「４」・「５」を実施することについては、御記載の上、御

提出いただきます。）。 

国分寺市の実情に応じた保育所整備及び運営について、御理解と御協力をお願いします。 

 

１．運営実績について 

 

① 

● 東京都内で認可保育所の運営実績があること 

  緊急時の対応など保育所の安定的な運営の観点から、東京都内で認可保育所の運営

実績がある事業者を求めています。 

② 

● ３年以上の実績があること 

長期的・安定的に運営ができることを確認するため、財務状況を確認させていただ

くことから、３年以上の運営実績を求めています。 

２．整備予定地の設置場所について 

 

① 

● 整備予定地の地域について 

 「５ 審査に当たり重視する項目」中「１．保育所の設置を行う地域的視点」に記載

の地域への提案を求めています。特に、国立駅周辺での提案を求めています。 

② 

● 既存保育所からの距離 

長期的・安定的な保育所の運営のために、保育所同士の競合等を防ぐ目的から、駅

前を除き、既存の民設民営認可保育所から直線距離で概ね１００ｍ以上離れた場所で

の整備をお願いしております。但し、希望事業者と同一法人が運営する保育所は除き

ます。 

 

 

 

 

 

別紙 １ 

整備予定地及び保育所運営等に係る協議事項 



３．整備予定保育施設の定員等について 

 
① 

● 本市では、０歳児の定員に空きが出てきている状況から、０歳児の定員は設けない

でください。 

② 
● 定員については、１歳児クラスから５歳児クラスまで、各クラス定員14人、合計 

70人定員とした提案を求めています。 

４．「定期利用保育」の実施について 

 ① ● 定期利用保育を定員10人以上で実施できる提案を求めています。 

５．障害児保育の実施について 

 

① 

● 障害児保育の充実した実施体制 

  障害のある子どものよりよい心身発達と豊かな人間性の育成のため、障害児保育を

充実した体制（職員体制等）で実施できる事業者を求めています。 

② 

● 障害児保育に係る人材育成の推進 

研修への積極的な参加等よりよい障害児保育の実施のために人材育成を推進してい

る事業者を求めています。 

６．延長保育事業の実施について 

 
① 

● 延長保育事業の実施について 

  保護者のニーズに合わせて延長保育事業を実施できる事業者を求めています。 

７．一時預かり事業の実施について 

 

① 

● 一時預かり事業の実施について 

  本市では、一時預かり事業のニーズの高まりを受け、いきいき計画において、新規

開設園で実施体制を整えていくこととしておりますので、一時預かりを実施する事業

者を求めています。 

② 

● 一時預かり事業の実施形態について 

長期的・安定的に実施できるよう、東京都及び市の補助金を活用できる一時預かり

事業を実施する事業者を求めています。 

８．その他多様な保育事業等の実施について 

 

① 

● 多様な保育の実施について 

  保護者の多様な保育ニーズに応えるため、以下の保育事業等を積極的に実施する事

業者を求めています。 

  □ 夜間保育     □ 休日保育     □ 年末保育（自園児対象）  

□ 医療的ケア児保育  □ 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）など 

 


